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中期目標期間業務実績評価調書：海上技術安全研究所 
業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 

 
項 目 

中期目標 中期計画 
評定結果 評定理由 意見 

２．業務運営の効率化に関す

る事項 

（２）具体的措置 

①組織運営 

高度化、多様化する研究テー

マに柔軟に対応するため、複

数の研究部が連携して対応

するとともに、若手研究者を

中心とした任期付研究者の

拡充等を積極的に推進する

など、組織の弾力的、流動的

運営を可能とする体制を構

築すること。 

１．業務運営の効率化に関す

る目標を達成するためにと

るべき措置 

（１）組織運営の改善 

(研究戦略の立案・調整) 

調査、研究及び開発に関する

研究所の基本的な方針の企

画を行うとともに、業務実施

に係る各研究組織間の総合

調整を行うための体制を強

化する。 

S 

独法移行後直ちに基本方針を定め、年度毎

に重点課題を選定し徹底させることによ

り、意識改革を大きく進めた。理事長を座

長とする運営戦略会議において中長期的

ニーズや研究所のポテンシャルを把握し、

CFD 等今後強化すべき分野を抽出し、当

該分野の研究活動強化を図り、研究成果の

普及・活用につなげている。また、研究組

織毎に業務運営の数値目標を設定し月次

で管理、分析する予実管理を定着させ、遅

れ等の問題の早期発見、迅速な対策の実施

的確に行われている。 

創意工夫を行いながら研究マネージメン

トを充実させ、実業務の効率化、高い成果

の確保、研究活動の活性化が大いに進んで

おり、優れた実施状況にあると認められ

る。 

ポテンシャル（強い面）の強化ととも

に、自らの弱い点を発見し、それを計

画的に克服しようとする強力な取組

みの継続が望まれる。 

 （横断的研究テーマへの円

滑な対応） 

各研究部の枠を越えた横断

的な研究プロジェクトにつ

いては、各部からテーマに応

じた研究者を各研究部から

登用し、横断的研究プロジェ

クトへの円滑な対応を図る。

S 

横断的対応が必要な研究課題等に対して

タイムリーにプロジェクトチームを編成

して機動的な対応を図り、次世代内航船の

実船建造・就航の実現、タンカーの油汚染

対策の IMO での決議、放射性物質輸送事

故時の影響評価プログラムの国土交通省

における実務での利用など、国土交通省の

政策において大きな成果をもたらす等、優

れた実施状況にあると認められる。 

 



 

2 

 （組織運営に関する継続的

な検討） 

組織運営の一層の効率化の

観点から、研究組織のあり方

について継続的な検討を行

う。 

A 

研究ニーズに基づく組織の大括り化、企画

立案機能の強化、外部連携機能の強化、東

海支所の廃止など、運営戦略に立脚した組

織作りに、随時、柔軟に取り組んでおり、

着実な実施状況にあると認められる。 

 

 （研究者の流動性の確保） 

人事の活性化と効率的な研

究の実施を図るため、中期目

標の期間中に任期付き研究

者を延べ 5 名以上採用する

とともに、研究機関や行政庁

等との人事交流を行い、研究

者の流動性を高める。 

S 

独法移行とともに職員採用を理事長裁量

とし、民間研究者の拡充、１６名の任期付

き研究員の採用などにより、所要分野のタ

イムリーな人材強化など研究体制の機動

性・柔軟性が高まった。また、官庁や他の

研究機関との人事交流、連携大学院協定の

締結などに基づく大学との人事交流を促

進することにより、人材育成の活性化が図

られる等、優れた実施状況にあると認めら

れる。 

数値目標達成度と共に研究者流動化

の効果に注目したい。 

②人材活用 

重要プロジェクトへの若手

研究者の登用、職員の職務に

対するインセンティブを考

慮した給与システムの導入

等を通じ、研究活動の活性

化、効率化の推進を図るこ

と。 

（２）競争的環境の醸成 

研究テーマに応じた研究者

を職制に関わらず登用する

とともに、個人の業績評価の

実施と活用により、研究所内

の競争的環境を醸成する。 

S 

理事長裁量による職制に囚われない能力

主義の登用を行うとともに、勤務評定の本

格導入、評定結果の勤勉手当への反映の拡

大、研究費の所内公募による競争的配分、

インセンティブ配算制度の創設など多様

な制度の導入により、競争による業務意欲

の向上、研究活動の活性化・効率化、外部

資金獲得業績の伸張などに結びついてお

り、優れた実施状況にあると認められる。

競争環境醸成の成果をどのように測

るのかについて今後に注目したい。 
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 ③業務運営 

一般管理費（人件費、公租公

課等の所要額計上を必要と

する経費を除く。）について、

中期目標の期間中に見込ま

れる当該経費総額（初年度の

当該経費相当分に５を乗じ

た額。）を2％程度抑制させ

ること。 

（３）間接業務の効率化によ

る一般管理費の縮減 

ペーパーレス化の推進等に

よる文書管理事務を簡素化、

迅速化するなど、間接業務の

効率化を図ることにより、研

究部門の事務負担を軽減し、

研究者が研究業務に専念で

きるような環境を整備する。

特に、一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計上を

必要とする経費を除く）につ

いて、中期目標の期間中に見

込まれる当該経費総額（初年

度の当該経費相当分に５を

乗じた額）を 2％程度抑制

する。 

A 

イントラネットにおける業務運営マニュ

アルの充実、小口立替払い制度の創設など

で業務の効率化を図るとともに、モニター

監視による主変電所監視業務の節約など

業務を見直し、徹底した経費削減を行う

等、着実な実施状況にあると認められる。

 

（研究所の運営総経費に占

める研究業務経費割合の拡

大） 

各種公募型研究資金等の競

争的資金の獲得、間接業務の

効率化等を通じ、中期目標の

期間中における研究所の運

営に係る総経費に占める研

究業務に係る経費の割合を

百分率で５ポイント程度向

上させること。 

（４） 研究所の運営総経費

に占める研究業務経費割合

の拡大 

 国土交通省からの受託研

究、外部から競争的に研究費

を獲得して行う研究に積極

的に取り組むとともに、間接

業務の効率化等により、中期

目標の期間中における研究

所の運営に係る総経費（施設

整備費及び独立行政法人化

に伴い必要となる経費を除

く）に占める研究業務に係る

経費の割合を 35％程度と

する。 

S 

外部研究資金の獲得に積極的に取り組む

ことにより、独法化以前に比べ、外部研究

資金額を 4 倍以上に増大させ、退職者の

補充の抑制等による人件費の削減や競争

を促進させることによる管理費の削減と

あいまって、研究業務に係る経費の割合を

44%まで高めており、優れた実施状況に

あると認められる。 
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（業務のアウトソーシング） 

外部の専門的な能力を活用

することにより、高品質なサ

ービスが低コストで入手で

きる定型的業務についてア

ウトソーシングを活用し、業

務運営の効率化を図ること。 

（５） アウトソーシングの

推進 

施設の運転業務、計測業務等

については、非定型的なもの

を除き、アウトソーシングを

進める。 

A 

外部に委ねた方が効率的な業務につい

て積極的にアウトソーシングを行うと

ともに、個別空調方式の導入によるボ

イラー及び冷凍機運転委託の廃止な

ど、アウトソーシング業務自体の不断

の見直しを行い経費削減を行う等、着

実な実施状況にあると認められる。 
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３．国民に提供するサービス

その他の業務の質の向上に

関する事項 

（１）基本方針 

研究所においては、以下のミ

ッションを向こう 5 ヶ年間

の 研 究 所 に お け る 活 動 

の基本事項としつつ、国民生

活の向上、国際社会への貢献

等 の 視 点 に 立 っ た 研 究 

開発を実施することにより、

海上交通の高度化、海上安全

の確保、海洋環境の保全及び

海洋の利用を推進すること。 

（２）具体的措置 

①社会のニーズに沿った研

究の重点的推進 

海上交通の安全性向上、海上

物流の高効率化、海上活動に

伴う環境負荷の低減、海洋の

利用促進等の社会ニーズを

適切に把握したうえで、以下

の研究に重点的に取り組む

こと。 

具体的には、中期目標期間中

の研究費総額のうち、以下の

研究（基礎的研究を除く。）

に係る割合を期間前と較べ

て百分率で15ポイント程度

増加させること。 

２．国民に提供するサービス

その他の業務の質の向上に

関する事項 

（１）研究対象領域の設定 

研究所が取り組むべき 5 つ

の研究分野について、基礎研

究から実用化まで幅広く手

がける。 

 

（２）中期目標の期間中に重

点的に取り組む研究 

中期目標の期間中に特に重

点的に取り組む研究課題に

ついて、適切に選定し着実に

実施する。また、中期目標期

間中の研究経費総額のうち、

重点的に取り組む研究に係

る割合を75％程度とする。

 

S 

外部との連携強化のために新設した研究

統括主幹を中心に、基礎的研究を除く重点

研究課題について、できる限り競争的資金

等の外部資金の活用に努め、研究経費総額

のうち、重点的に取り組む研究に係る割合

は85.6%と目標を大幅に上回る水準に研

究の重点化が達成されており、優れた実施

状況にあると認められる。 
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a) 海上輸送分野 

海上輸送における利便性、排

ガス低減、安全性の向上等の

ニーズあるいはＩＴを積極

的に取り入れた海上物流シ

ステムの構築等の社会情勢

に対応した研究開発 

 イ)大幅な環境負荷低減技

術等の革新的技術を活用し

た新型式船舶の開発 

 ロ)ＩＴを活用した次世代

の海上輸送システムの構築 

 ハ)その他事故原因の分析、

船舶の事故防止性能の強化

対策、海上安全基準の基礎と

なる技術に関する研究等  

（具体的研究課題について

は中期計画参照） 

SＳ 

安全に係る多くの研究成果が IMO におけ

る基準策定の審議に反映されるなど社会

への貢献度は高く、研究成果を踏まえた国

土交通省の施策の展開と研究所から関係

企業への技術支援によって、次世代内航船

の実用化（１隻就航中、２隻建造中）や、

造船業界におけるぎょう鉄作業等の技能

伝承事業の実施（教材２９セット販売、研

修２２名修了）など、顕著な成果の結実を

見ている。特筆すべき優れた実施状況にあ

ると認められる。 

 

ｂ) 海洋開発分野 

海上空港、防災基地、物流基

地等海洋空間の開発・利用あ

るいは海洋資源の開発等の

ニーズに対応するための研

究開発 

イ) メガフロートの実用化に

向けた浮体技術のさらなる

高度化のための研究開発 

ロ)Co2 の深海貯留等の海

中・深海域高度利用のための

基盤技術の確立 

ハ)その他海中レアメタルの

採取技術、新型式海洋構造物

の研究等 

（具体的研究課題について

は中期計画参照） 

A 

総じて良好な成果を上げている。なかで

も、メガフロートの利用に関する技術は、

実際の空港建設計画の検討に用いられる

など、社会的な貢献を果たしており、着実

な実施状況にあると認められる。 
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C)海洋環境分野 

地球温暖化、大気汚染、海洋

汚染等の環境問題、循環型社

会の構築のニーズに対応す

るための研究開発 

イ) 船舶からの排出ガス削減

技術、事故時の油流出や船底

塗料等の船舶に起因する海

洋汚染の防止対策の構築 

ロ) FRP廃船の高度リサイク

ルシステムの構築、船舶に関

わるライフサイクルアセス

メン(LCA)手法の確立 

（具体的研究課題について

は中期計画参照） 

S 

総じて優れた成果を上げている。なかで

も、船舶からの排出ガス規制への対応、海

洋汚染の防止に係る研究成果が IMO にお

ける基準策定の審議に反映されるなど社

会への貢献度は高く、また、FRP 廃船の

高度リサイクルシステムに関する研究成

果は、FRP 船罹災栗事業として結実する

など、優れた実施状況にあると認められ

る。 

 

 （３）効率的な研究実施 

研究規模に応じて、研究グル

ープ制度等を活用しつつ、機

動的な研究実施体制を構築

する。また、研究費の効率的

な活用という観点から各研

究テーマの性格等を勘案し、

特別研究として実施するも

の、経常研究費を用いて行う

もの、国からの受託研究等に

より行うものに分けて実施

する。 

なお、経常研究費について

は、理事長の裁量に基づき、

研究所内の競争的環境の下

でテーマを選定して行うこ

ととする。 

S 

「運営費交付金による特別研究」、「運営費

交付金による指定研究（所内公募により選

定）」、「国からの受託研究または競争的資

金による研究」、「運営費交付金による一般

研究」の 4 つの分類を設け、全ての研究

に対して研究所内に設置した委員会で毎

年の定量的内部評価を実施し、さらに、特

別研究及び指定研究については、学識経験

者や産業界代表からなる評価委員会によ

る定量的評価を事前、中間、事後に受けな

がら研究管理を実施している。加えて、エ

フォート（業務専従率）を指標とした人的

資源の配分や研究総コストの視点からの

管理も導入され、効率的、効果的な研究の

実施体制が構築されており、優れた実施状

況にあると認められる。 

 

②他機関との有機的連携 

産学官の共同研究プロジェ

クトの増加、双方向のコミュ

ニケーションの強化を図る

とともに、必要に応じ研究所

（４）研究交流の促進 

（産学官の連携推進） 

研究成果の活用等を通じた

社会への還元を図るために

は、社会ニーズを的確に把握

S 

技術相談窓口の設置や職員による出前講

座を実施するとともに、企業等の懸案を的

確に把握、助言し、解決策を提示する技術

サポート・プログラムの実施により、民間

企業、大学など外部との連携を積極的に推

研究情報の不断の交換も重要である。

そのためには所の位置付けを明確に

するための適当なベンチマーキング

も欠かせない。 
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が産学官のコーディネータ

ーとしての役割を担うなど

産学官の連携を強化し、革新

的技術開発の効率的、効果的

な推進を図ること。 

具体的には、中期目標の期間

中における外部機関との共

同研究及び受託研究等を、期

間前と較べて 10％程度増加

させること。 

することが不可欠である。ま

た、効率的な研究開発の実施

という観点からも、産学官の

連携が重要であり、研究所と

しても民間企業、大学等との

研究交流を積極的に実施する

必要がある。このため、研究

成果の外部への発信及び研究

成果の利用促進を図るととも

に、民間企業等からの研究所

に対する共同研究や委託研究

の要望に対しては､積極的に

対応することとし、産業技術

支援及び科学技術振興に資す

る。 

具体的には、中期目標の期間

中、共同研究及び受託研究を

延べ４４０件以上実施する。

なお、新技術や新産業の創出

につながる可能性を有する

民間企業との共同研究等に

ついては、民間企業のノウハ

ウ保護に留意するとともに、

研究活動に伴い生じた知的

所有権の取扱いについても

必要な配慮を行う。 

（人的交流の推進） 

国内外の研究機関との間で

研究者の受け入れ及び派遣

（留学を含む）を行い、人的

交流を推進する。 

進した。こうした努力の結果、研究所の機

能・価値について外部からの評価も高ま

り、共同研究及び受託研究件数の倍増とい

う形で結実し、外部連携を通じた、研究成

果の社会還元が大幅に進展した。また、連

携大学院協定締結による大学院生の積極

的受け入や、大学への客員教官派遣、公的

研究機関へ研究者の出向など、外部との人

的交流を進め、研究活動の活性化、人材育

成に努める等、優れた実施状況にあると認

められる。 
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③成果の普及、活用促進 

船舶関連分野の技術開発活

動を支える基盤を強化する

ため、データベースなどの知

的基盤を整備するとともに、

技術開発活動の発信機能・能

力を強化すること。 

また、外部への研究成果の発

表件数、特許出願件数、プロ

グラム登録件数等を 10%程

度増加させること。 

（５）研究成果の発表及び活

用促進 

研究成果を普及するため

の発表会を年２回開催する

とともに、研究活動を紹介す

る広報誌の発行やインター

ネットを通じた情報提供を

行う。また、シンポジウムや

ワークショップを開催する

とともに、船舶技術に係る知

的基盤の整備に資するため、

研究報告を始めとする各種

文献の出版およびデータベ

ースの公開を推進する。 

 具体的には、中期目標の期

間中、論文及び口頭による発

表を延べ１２７０件以上行

う。 

また、研究者の意欲向上を図

るため、特許、プログラム著

作権等の取扱いに係るルー

ルの見直しを行うとともに、

その管理のあり方について

も見直しを行い、その活用を

促進する。 

具体的には、中期目標の期

間中、特許出願を延べ４０件

以上、プログラム登録を延べ

２５件以上行う。 

S 

中期計画で、研究成果の発表や特許数、プ

ログラム数に係る目標を設定し、これを達

成させることで、外部への研究成果普及の

取組みを強化した。特に、CFD コードプ

ログラムは、幅広く活用され、使用料収入

が飛躍的に向上するなど、顕著な成果が見

られた。また、広報誌等の発行や、ホーム

ページにおける研究発表会講演集及び講

演会講演集からなる論文などコンテンツ

の充実を通じて、外部への情報発信を強化

した。こうした活動の成果は、外部連携の

増大とし効果を現しており、優れた実施状

況にあると認められる。 
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④産業競争力再生・強化の支

援 

海事技術は、造船技術を中心

に裾野が広くまた集積度が

高いことから、我が国産業技

術の中核的立場にあるが、そ

の産業競争力の再生・強化を

図るためには、中小事業者の

多い我が国造船・海運関連産

業の技術基盤の強化が必要

であり、このため、産学官に

開かれた形で利用可能な先

端的研究環境の整備を行う

とともに、中小企業対策に資

する施設の貸与、受託研究等

を積極的に実施するなど、こ

れらの事業者に対する技術

支援を行うこと。 

（６）施設・設備の外部によ

る利用等 

上記（４）の研究交流の促進

に加え、我が国造船・海運関

連産業の技術ポテンシャル

の維持・向上並びに研究所が

有する各種の試験研究施設

の効率的な活用を図る観点

から、外部研究機関や中小事

業者等から利用の希望があ

る場合は、積極的にこれら施

設を貸与する。 

また、施設の見学希望につい

ては随時これに対応すると

ともに、一般市民を対象とし

た施設公開を年１回以上行

う。 

S 

施設・設備の外部利用の大幅な増大（施設

貸与料収入は17年度で13年度実績の約

17倍）を図り、また、技術相談・技術指

導を行うなど、我が国造船・海運関連産業

に大きく貢献している。また、一般市民を

対象とした施設公開を開催、地域と積極的

に交流する等、優れた実施状況にあると認

められる。 

 

⑤ 国際対応の強化 
基準研究等を通じ、海上にお

ける安全の確保、海洋環境の 

保全等を推進するため、行政

との一体的な取り組み、海外 

の機関との連携を積極的に

推進するとともに、ＩＭＯ、

ＩＳＯ等の国際機関におけ

る国際基準策定業務等に貢

献すること。 

（７）国際活動の活性化 

シンポジウム、国際会議の開

催等を通じて、海外の研究機

関との間の技術情報の交換

や国際的な研究協力を推進

する。 

また、国が対応する IMOや

ISO等における国際基準策

定等に関して、専門家派遣等

の技術的支援を行い、日本提

案の作成に貢献する。 

Ｓ 

研究所内で分野横断的に国際基準グルー

プを結成し、質・量ともに増大するＩＭＯ

における国際基準関連業務等に対して、国

と連携を図りつつ組織的に対応した。特

に、研究所の研究成果や検討結果がＩＭＯ

への提案文書として多数提出されたこと、

継続的に派遣した専門家が我が国代表団

の中心的存在として我が国意見の国際規

則・基準への反映に向けて積極的に活躍し

たこと、多くの委員会の議長を務めたこと

など、顕著な実績を挙げ、国際的に大きく

貢献した。また、国際シンポジウムを行い、

海外の研究機関と積極的に技術情報を交

換するとともに、海外の研究機関と研究協

定を結び、研究交流と研究協力を推進し、

所定の成果を挙げるなど、優れた実施状況

ＩＭＯ等の国際的な活動は今後ます

ます重要となってくると予想される

ので大いに期待したい。 

 

IMO、ISO対応は海技研の本務になり

つつあり、今後は、「国際活動の活性

化」の位置づけが適切かどうかは疑

問。 
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にあると認められる。 

４．財務内容の改善に関する

事項 

運営費交付金を充当して行

う事業については、「２ 業

務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項について配

慮した中期計画の予算を作

成し、当該予算による運営を

行うこと。 

３．予算（人件費の見積もり

を含む。）、収支計画及び資金

計画 

（１）予算年度計画参照 

（２）収支計画 
（３）資金計画 

４．短期借入金の限度額 

５．重要な財産を譲渡し、又

は担保にする計画 

６．剰余金の使途 

①施設・設備の整備 

②業務に必要な土地、建物の

購入 

③海外交流事業の実施 

④所内公募型研究の実施財

源 

S 

平成15年度及び平成16年度決算で承認

された目的積立金を施設整備に用いると

ともに、実質的な利益として計上した

217 百万円と合わせ９５６百万円を国庫

に納めるなど、確実な資金計画のもとで運

営を行う等、優れた実施状況にあると認め

られる。 
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５ その他業務運営に関す

る事項 

（１）施設及び設備に関する

事項 

研究所の高いポテンシャル

を維持し、社会ニーズに対応

した研究を推進することに

より、船舶技術に関する中核

的機関の役割を果たすため、

船舶の安全向上、高度化に向

けた研究のための施設、海洋

環境保全に関する研究に必

要な施設、情報化に対応する

ための施設等を計画的に整

備すること。 

７．その他主務省令で定める

業務運営に関する重要事項 

（１）施設及び設備に関する

計画 

中期目標の期間中に以下の

施設を整備する。また、既

存の施設・設備については、

研究を実施していくうえで

必要不可欠なものの維持管

理に予算を重点配算すると

ともに、効率的に運営する。

（「以下」については中期計

画参照） 

Ｓ 

中期計画に従い、予定通り施設･設備の整

備を計画的に行うとともに、既存施設等の

維持管理については、プロジェクト研究に

必要なものに重点配算する等、優れた実施

状況にあると認められる。 

 

（２）人事に関する事項 

社会ニーズに基づく新規業

務や高度化、多様化する研究

テーマに的確に対応するた

めに必要な増員を行うとも

に、アウトソーシング化の推

進等業務の効率化を進める

ことによる人員の削減を計

画的に進めること。 

（２）人事に関する計画 

（幅広い人材の登用） 

民間経験者や高い専門性を

有する研究者の選考採用を

行い、幅広い人材の登用を図

る。 

（人員計画） 

研究業務に関する計画を実

施するにあたり適切な人員

配置をする。また、環境保全

関連研究業務及び海洋開発

関連研究業務の増大並びに

産学官の連携強化に伴う体

制の強化に対応するための

増員を行う一方で、業務運営

の効率化、定型的業務の外部

委託化の推進などにより計

画的削減を行い、期末の常勤

職員数を期初の93％程度と

A 

プロジェクトチームの設置や企画部門な

ど強化すべき部局の増員を行うとともに、

管理業務や東海支所など効率化の推進に

より人員を削減し、常勤職員数は計画に沿

って削減し、着実な実施状況にあると認め

られる。 
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する。 

【参考】                   

１）期初の常勤職員数    

232名 

２）期末の常勤職員数見込み

216名 

３）中期目標期間中の人件費

総額見込み 10,202百万

円 

 
＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 

ＳＳ：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 
Ｓ ：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 
Ａ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
Ｂ ：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
Ｃ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 

・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



1 

中期目標期間業務実績評価調書：海上技術安全研究所 
 

総合的な評定 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

ＳＳ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ  

評点の分布状況 

（項目数合計：２０項目） 
 
１ 

 
１４ 

 
５ 

 
０ 

 
０ 

 
総 合 評 価 

 

（中期目標の達成状況） 

・中期目標達成のための中期計画に基づき、業務運営の効率化、質の向上等が順調に図られ、中期目標は

全ての数値目標を含め極めて順調に達成されたと認められる。 

・業務運営の効率化については、運営戦略会議による総合的な調整等のトップマネジメントのもとに研究

計画、目標設定及び研究成果についての定量的評価と見直し等の運営管理を行いつつ、研究内容の重点化

を図り、企画及び研究部門の組織改正による研究活動の機動性や効率の向上、外部資金の獲得、人材交流、

業績評価等による研究活動の活性化、定型的業務のアウトソーシングの拡大等を継続的に進めた。 

・業務の質の向上については、重点分野に対して研究資源の集中を図り、産業界を中心とする外部機関と

の有機的連携の強化、研究成果の普及・利用の促進、産業競争力再生のための技術支援、国際対応の強化

などを積極的に行った。 

・財務内容の改善に関しては、予算管理を適切に行い、知的財産権許諾料や施設貸与料など自己収入を伸

ばし、最終的に９億円以上を国に返納するなどの成果を上げた。その他、予定どおり常勤職員数の削減を

行った。 

 

以上の結果、中期目標期間における業務実績は優れた実施状況にあると認められ、国の海事技術政策を

担う唯一の研究機関として、次期中期目標に向けさらに飛躍することを期待する。 

 
（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

業務運営の効率化は目覚しいものがある。今後は更に自らの足りない点を認識し、それを計画的に克服

する継続的改善の方向を打ち出すことを望む。 

（その他推奨事例等） 

 

 

総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

Ｓ 

 

（評定理由） 

業務運営の効率化が進み、業務の質も向上し、顕著な業務実績を上

げていることから、中期目標の達成状況として優れた実績を上げて

いると認められる。 

 

 




